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大阪市大規模小売店舗立地法運用手続要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、大規模小売店舗の立地に関し、その周辺の地域の生活環境の保持

のため、大規模小売店舗を設置する者によりその施設の配置及び運営方法について適

正な配慮がなされることを確保することを目的として、大規模小売店舗立地法（平成

10 年法律第 91 号。以下「法」という。）の本市の運用に関する手続等を定めるものと

する。 

 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において使用する用語の定義は、特に定めるもののほか、法及び大規

模小売店舗立地法施行規則（平成 11 年通商産業省令第 62 号。以下「施行規則」とい

う。）において使用する用語の例による。 

 

（対象） 

第３条 この要綱は、一の建物であって、その建物内の店舗面積の合計が 1,000 平方メ

ートルを超える大阪市内の小売店舗について適用するものとする。 

 

（法の指針） 

第４条 法第５条第１項、法第６条第２項、法附則第５条第１項（同条第３項の規定に

より準用する場合を含む。以下同じ。）の規定による届出をしようとする者（以下

「届出者」という。）は、法第４条第１項により経済産業大臣が定める「大規模小売

店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」（以下「指針」という。）を踏まえ

て行うものとする。ただし、指針を補うものとして、本市の実情に応じた適切な配慮

を求めるための運用基準を、別表１のとおり定める。 

 

（事前協議等） 

第５条 市長は、届出者に対して、必要に応じて、事前に大規模小売店舗出店計画概要

書（様式第１）を作成し、協議を行うことを求めるものとする。 

２ 届出者は、事前協議が完了後、準備書を正本４部と、併せて電子媒体（ＣＤ－Ｒ

等）を提出するものとする。 

 

（大規模小売店舗の新設等に関する届出等） 

第６条 届出者は、次の各号に掲げる届出、通知及び書類を提出するにあたっては、そ

の提出部数は、原則として正本１部、副本 16 部とし、併せて電子媒体（ＣＤ－Ｒ

等）を提出するものとする。 

(1) 法第５条第１項の規定による届出 

(2) 法第６条第２項の規定による届出 

(3) 法第８条第７項の規定による届出又は通知 

(4) 法第９条第４項の規定による届出 

(5) 法附則第５条第１項の規定による届出 
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２ 届出者は、次の各号に掲げる届出を行うにあたっては、その提出部数は、原則とし

て正本１部とし、併せて電子媒体（ＣＤ－Ｒ等）を提出するものとする。 

 (1) 法第６条第１項の規定による届出 

(2) 法第６条第５項の規定による届出 

(3) 法第 11条第３項の規定による届出 

 

（届出等の公告） 

第７条 法第５条第３項（法第６条第３項、法第８条第８項及び法第９条第５項におい

て準用する場合を含む。）、法第６条第６項、法第８条第３項、同条第６項及び法第９

条第３項の規定による公告は、大阪市公報その他の本市が適切と認める方法により行

うものとする。 

 

（届出等の縦覧） 

第８条 法第５条第３項（法第６条第３項、法第８条第８項及び法第９条第５項におい

て準用する場合を含む。）、法第８条第３項及び同条第６項の規定による縦覧は、原則

として次に掲げる場所で行うものとする。 

(1) 経済戦略局 

(2) 当該大規模小売店舗の立地する区の区役所 

(3) 前二号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所 

２ 市長は、届出者に対して、届出にかかる書類の要旨を記載した書類（以下「要約

書」という。）の作成を求め、当該届出が法の規定による縦覧に供されている間、前

項に定める場所において、要約書を配架するものとする。 

 

（軽微な変更） 

第９条 法第６条第４項ただし書きに規定する軽微な変更（以下「軽微変更」とい

う。）として法第６条第２項の規定による届出をしようとする者は、事前に軽微変更

適用申請書（様式第２）を市長に提出するものとする。 

２ 市長は、前項の申請書に当該届出が軽微変更であることを証する資料を添付するよ

う届出者に対して求めるものとする。 

３ 市長は、第１項の申請書を受けた場合において、申請内容を審査し、当該届出が施

行規則第８条に規定する軽微変更の事由に該当すると認める、又は認めないことを決

定し、軽微変更適用承認・不承認通知書（様式第３）により届出者に通知するものと

する。 

４ 市長は、前項の規定により軽微変更と認めた変更について、第１項の申請書及び第

２項の資料についても法第６条第３項の規定により準用する法第５条第３項の規定に

よる縦覧に供するものとする。 

 

（説明会の開催） 

第 10 条 法第７条第１項の規定による説明会を開催する者（以下「説明会開催者」と

いう。）は、説明会にできるだけ多く参加できるよう開催日時及び場所を定めなけれ

ばならない。 
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２ 説明会開催者は、前項に規定する事項並びに参加対象者及び開催回数等について、

市長の助言指導を受けるものとする。 

３ 前項の説明会の開催回数については、原則１回とする。ただし、次のいずれかに該

当するときは、施行規則第 11 条第１項の規定により、市長は３回を上限として複数

回の開催を指示することがある。 

(1) 当該大規模小売店舗の立地する敷地境界から半径１キロメートル以内に他の区

が存在し、かつその部分に相当数の人口がある場合 

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合 

４ 市長は、説明会開催者に対して、第１項から第３項までの規定及び法第７条第３項

の規定による意見等を考慮して説明会の開催計画を定めた説明会開催計画書（様式第

４）の提出を求めるものとする。 

５ 説明会開催者は、説明会の資料として、参加者に対し、第８条に定める要約書その

他の書類を配布し、十分な理解が得られるよう説明を行うものとする。 

 

第 11 条 施行規則第 11 条第２項の規定による説明会の開催を掲示に代える場合と認め

る変更（以下「掲示による説明会とする変更」という。）として、法第６条第２項に

規定する届出（軽微変更として市長が認めた届出を除く。）をしようとする者は、説

明会の開催を掲示に代える申請書（様式第５）を市長に提出するものとする。 

２ 市長は、前項の申請書に当該届出が掲示による説明会とする変更であることを証す

る資料を添付するよう届出者に対して求めるものとする。 

３ 市長は、第１項の申請書を受けた場合において、申請内容を審査し、当該届出が掲

示による説明会とする変更の事由に該当すると認める、又は認めないことを決定し、

説明会の開催を掲示に代える承認・不承認通知書（様式第６）により届出者に通知す

るものとする。 

４ 前項の規定により掲示による説明会とする変更と認めた場合、施行規則第 11 条第

２項の規定による掲示は、当該掲示にかかる届出が法の規定による縦覧に供されてい

る間、当該大規模小売店舗の立地する敷地内の見やすい場所に、説明会に代わる書類

を掲示するとともに、インターネットを利用することにより、これを行うものとする。 

５ 市長は、第３項の規定により掲示による説明会とする変更と認めた変更について、

第１項の申請書及び第２項の資料についても法第６条第３項の規定により準用する法

第５条第３項の規定による縦覧に供するものとする。 

 

（説明会の開催の公告） 

第 12 条 法第７条第２項に規定する説明会の開催の公告は、次のいずれかの方法によ

り行うものとする。 

(1) 当該大規模小売店舗の立地する敷地境界から半径１キロメートル以内で購読さ

れる時事に関する事項を掲載する主要な日刊新聞紙に、当該説明会の開催案内のち

らしを折り込み広告すること 

(2) 当該大規模小売店舗の立地する敷地境界から半径１キロメートル以内で購読さ

れる時事に関する事項を掲載する主要な日刊新聞紙に、当該説明会の開催案内を掲

載すること 
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(3) 前二号に掲げるもののほか、市長が適切と認める方法 

２ 市長は、前項の規定による公告に、法第７条第２項に定める事項のほか、次に掲げ

る事項を掲載することを説明会開催者に対して求めるものとする。 

(1) 大規模小売店舗の名称及び所在地 

(2) 大規模小売店舗を設置する者及び大規模小売店舗において小売業を行う者の氏

名又は名称及び住所 

(3) 大規模小売店舗内の店舗面積の合計（法第６条第２項又は法附則第５条第１項

の届出の場合は、変更内容の概要） 

(4) 当該説明会にかかる問い合わせ先 

３ 市長は、説明会開催者に対して、第１項の規定による公告のほか、当該大規模小売

店舗の立地する敷地内の見やすい場所に、前項に規定する事項を記載した掲示板を設

置するよう求めるものとする。 

 

（説明会を開催することができないと認める場合） 

第 13 条 施行規則第 13 条第１項に規定する事由により、法第７条第２項の規定により

公告した説明会を開催することができない場合には、説明会開催者は、市長と協議の

うえ、説明会開催不能申請書（様式第７）を市長に提出するものとする。 

２ 市長は、前項の申請書を受けた場合において、申請内容を審査し、施行規則第 13

条第１項に規定する説明会を開催することができない事由に該当すると認める、又は

認めないことを決定し、説明会開催不能承認・不承認通知書（様式第８）により説明

会開催者に通知するものとする。 

３ 市長は、前項の規定により説明会を開催することができないと認めた場合、説明会

開催者に対して、法第７条第４項及び施行規則第 13 条第２項の規定による周知の方

法について協議を行うよう求めるものとする。 

 

（説明会実施報告書の提出） 

第 14 条 市長は、説明会が開催された場合（施行規則第 11 条第２項の規定による掲示

を含む。）には、説明会開催者に対してすみやかに説明会実施報告書（様式第９）の

提出を求めるものとする。 

２ 市長は、説明会開催者に対して、前項の報告書に当該説明会において出席者に配布

した書類、第 11条第４項の規定による掲示物を添付するよう求めるものとする。 

 

（意見書の提出） 

第 15 条 法第８条第２項の規定による意見書には、次に掲げる事項を記載するものと

する。なお、参考までに別紙に様式例を示す。 

(1) 意見の対象となる大規模小売店舗の名称 

(2) 意見の対象となる周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項 

(3) 生活環境の保持の見地からの指針の範囲内での意見と理由 

２ 前項の意見書は、大阪市経済戦略局又は該当届出を縦覧している区役所への持参、

郵送又は市長が適切と認める方法により提出するものとする。 
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（意見書の公告及び縦覧） 

第 16 条 市長は、法第８条第２項の規定により述べられた意見のうち、明らかに個人

情報の保護又は公序良俗に反すると認められるものについては、その全部又は一部に

ついて法第８条第３項の規定による公告及び閲覧を行わないものとすることができる。 

 

（市の意見） 

第 17 条 市長は、法第８条第４項の規定により市の意見を述べる場合又は意見を有し

ない旨の通知をする場合には、法第５条第１項、法第６条第２項及び法附則第５条第

１項の規定による届出の内容をもとに、法第８条第２項の規定により述べられた意見

に配意し、並びに指針を勘案して行うものとする。 

２ 市長は、前項の規定による意見を述べようとするときは、大阪市大規模小売店舗立

地審議会（以下「審議会」という。）の意見を聴かなければならない。 

３ 市長は、第１項の市の意見を述べる場合又は意見を有しない旨の通知をする場合に

は、様式第 10 又は様式第 11 を用いてその旨を当該届出者に対して通知するものとす

る。 

 

（市の意見に対する届出事項の変更） 

第 18 条 法第８条第７項の規定により届出事項の変更をしようとする者は、第５条第

２項の例により、当該変更部分についての届出にかかる書類を作成するものとする。 

 

（市の意見に対する添付書類の事項のみの変更） 

第 19 条 法第８条第４項の規定による市の意見を述べた場合で、届出者が施行規則第

４条各号に掲げる事項のみを変更しようとする場合は、添付書類変更通知書（様式第

12）を用い、変更前及び変更後の当該添付書類を添えて、市長に通知するものとする。 

２ 前項の規定による通知は、法第８条第７項の通知とみなす。 

 

（市の意見に対する変更しない旨の通知） 

第 20 条 法第８条第７項の規定による通知（前条の規定による通知を除く。以下この

条において同じ。）は、届出を変更しない旨の通知書（様式第 13）を用いて行うもの

とする。 

２ 市長は、前項の通知を行おうとする者に対し、前項の通知に届出の変更を行わなく

とも当該大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境に著しい悪影響を及ぼす事態の発生

を回避することができることを証する資料を添付するよう求めるものとする。 

 

（市の勧告） 

第 21 条 市長は、法第９条第１項の規定により勧告を行う場合又は勧告を行わない場

合には、法第８条第７項の規定による届出又は通知の内容をもとに、指針を勘案して

行うものとする。 

２ 市長は、前項の規定による勧告をしようとするときは、審議会の意見を聴かなけれ

ばならない。 

３ 市長は、第１項の勧告を行う場合又は勧告を行わない場合には、様式第 14 又は様
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式第 15を用いてその旨を当該届出者に対して通知するものとする。 

 

（市の勧告に対する届出事項の変更） 

第 22 条 法第９条第４項の規定により届出事項の変更をしようとする者は、第５条第

２項の例により、当該変更部分についての届出にかかる書類を作成するものとする。 

 

（市の勧告に対する添付書類の事項のみの変更） 

第 23 条 法第９条第１項の規定による市の勧告を行った場合で、届出者が施行規則第

４条各号に掲げる事項のみを変更しようとする場合は、添付書類変更通知書（様式第

16）を用い、変更前及び変更後の当該添付書類を添えて、市長に通知するものとする。 

 

（市の勧告に対する変更の届出の期限） 

第 24 条 市長は、法第９条第１項の規定による勧告を行った場合、届出者に対して原

則として勧告を行った日から２カ月以内に法第９条第４項の規定による届出（第 23

条の届出を含む。以下同じ。）を行うよう求めるものとする。 

２ 市長は、届出者から届出を変更する旨の何らの意思表示がなく、前項の届出が前項

に規定する期間内に行われない場合、当該勧告に従わないものとみなし、公表につい

て検討するものとする。 

 

（市の勧告を適正に反映している旨の通知） 

第 25 条 市長は、法第９条第４項の規定による届出の内容が法第９条第１項の規定に

よる勧告を適正に反映しているものであると認められる場合には、様式第 17 を用い

てその旨を届出者に対して通知するものとする。 

 

（公表） 

第 26 条 市長は、法第９条第７項の規定による公表を行おうとするときは、あらかじ

め届出者にその旨を通知し、原則として書面により意見の聴取を行うものとする。た

だし、当該届出者が正当な理由がなく意見の聴取に応じないとき又は当該届出者の所

在が不明で通知ができないときはこの限りでない。 

２ 市長は、公表を行う場合には、様式第 18 を用いてその旨を当該届出者に対して通

知するものとする。 

３ 公表は、大阪市公報その他の市長が適切と認める方法により行うものとする。 

 

（大規模小売店舗の設置者の報告） 

第 27 条 法第 14 条の規定により報告を求められた者は、その提出について市長が期限

を付したときは、これを遵守するものとする。 

 

  附 則 

 この要綱は、平成 12年６月１日から施行する。 

 

  附 則 
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 この要綱は、平成 17年 10月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成 25年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成 28年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成 28年６月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、令和元年５月１日から施行する。 

 

附 則 

 １ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 ２ 大規模小売店舗立地法に関する届出書作成要領（平成 12 年６月１日作成）は、

令和５年３月 31日付けで廃止する。 

 

附 則 

 この要綱は、令和６年６月 30日から施行する。 
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別表１ 

 

１ 必要駐車台数の算定について 

本市において、指針の運用にあたり、必要駐車台数の算定時に用いる自動車分担率に

ついては、次のとおりとする。 

 

自動車分担率 

 商業地区 その他地区 

人口 100 万人

以上 

Ｌ＜500 5＋0.05L 
50 

Ｌ≧500 30 

（L＝駅からの距離（m）、単位：％） 

「駅からの距離」：当該店舗と最寄の改札口との水平直線距離。ただし、鉄道駅に

地下通路又は上空通路等がある場合は当該店舗とその出入り口との水平直線距離。 

 

ただし、 次の指定鉄道駅に地下通路又は上空通路等で接続し、駐車場整備地区、

商業地域、近隣商業地域のいずれかにある店舗については、自動車分担率を４％とす

る。 

 

※ 指定鉄道駅  

梅田地区 
JR 大阪駅（北新地駅）、大阪メトロ梅田駅（東梅田駅、西梅田駅）、 

阪神大阪梅田駅、阪急大阪梅田駅 

難波地区 
大阪メトロなんば駅（日本橋駅）、近鉄大阪難波駅（日本橋駅）、 

南海なんば駅、JR難波駅 

天王寺地区 JR 天王寺駅、大阪メトロ天王寺駅、近鉄大阪阿部野橋駅 

 

 



様式第1（第5条第1項）

所在地

設置者名称
（代表者名）

代理者名称

所在地 所在地

担当者
（TEL）
（E-Mail）

担当者
（TEL）
（E-Mail）

敷地面積 ㎡ 建築面積 ㎡ 延床面積 ㎡ 店舗面積 ㎡

構造
着工予定
年月日

竣工予定
年月日

開店
年月日

階数
地上　　階
地下　　階

併設施設の
面積

㎡
併設施設の

業種

最寄りの駅
（駅からの距離）

用途地域

土地の
権利状況

現在の
敷地現況

届出台数 台
指針に基づく
必要駐車台数

台
駐車場

出入口の数
箇所

駐車場の
箇所数

箇所

全体収容台数 台
駐車料金の
徴収の有無

　　　
自動二輪車
収容台数

台
駐車場の
運営方法

駐
輪
場

届出台数
（うち原付台数）

全体収容台数
（うち原付収容台数）

駐輪料金の
徴収の有無

　　　

さ
き

荷
ば 施設面積 搬出入車両数

１日当たり
排出予測量

一般 ㎥ 再生利用対象 ㎥ 合計

保管施設容量 一般 ㎥ 再生利用対象 ㎥ 合計

保管施設面積 一般 ㎡ 再生利用対象 ㎡ 合計

主な小売業者
（その他テナント数）

（他　　　　　者） 営業時間（主）

駐車場
利用時間帯

荷さばきを
行う時間帯

○階

・・・

１階

合計

※　店舗面積一覧は別表で添付してもよい。

添付図面（縮尺・方位を記載すること）

運
営
方
法 ：　　　　　　～　　　　　　：

：　　　　　　～　　　　　　：

廃
棄
物

主に販売する物品の種類

㎡

㎥

南：

西：

店舗面積 延床面積

＜両面：おもて＞

大規模小売店舗　出店計画概要書（新設）

　　　　　　　　　　　駅
（　　　　　　　　　　ｍ）

㎡

㎡

隣接地の
用途現況

東：

㎥

北：

台（　　t車）

大規模小売店舗
の名称

設
置
者

建
物
の
概
要

台
（　　　　　　　　　　　　　台）

台
（　　　　　　　　　　　　　台）

駐
車
場

広域見取図（縮尺例1/20000～1/25000）、周辺見取図（縮尺例1/2000～1/2500）、各階平面図・配置図等（縮尺例1/200～1/500）

㎡ ㎡

㎡

：　　　　　　～　　　　　　：

㎡

㎡ ㎡

㎡



（１） 駐車需要の充足など交通に係る事項

（２） 歩行者の通行の利便の確保等

（３） 廃棄物に係る事項等

① 廃棄物等に係る保管・運搬・処理に関する事項等

② 廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮

（４） 防災・防犯対策への協力

（５） 騒音の発生に係る事項

（６） 街並みづくり等への配慮等

（７） その他、配慮する事項等

＜両面：うら＞

大規模小売店舗　出店計画概要書（新設）

その他、指針に基づく配慮事項等



様式第1-2

所在地

設置者名称
（代表者名）

代理者名称

所在地 所在地

担当者
（TEL）
（E-Mail）

担当者
（TEL）
（E-Mail）

敷地面積 ㎡ 建築面積 ㎡ 延床面積 ㎡ 店舗面積 ㎡

構造
着工予定
年月日

竣工予定
年月日

開店
年月日

階数
地上　　階
地下　　階

併設施設の
面積 ㎡

併設施設の
業種

最寄りの駅
（駅からの距離）

用途地域

土地の
権利状況

現在の
敷地現況

変更事項
変更
年月日

変更前 変更後

※　変更前後の比較ができるように記載すること。また、変更項目毎に行を追加すること。

届出台数 台
指針に基づく
必要駐車台数 台

駐車場
出入口の数 箇所

駐車場の
箇所数 箇所

全体収容台数 台
駐車料金の
徴収の有無 　　　

自動二輪車
収容台数 台

駐車場の
運営方法

駐
輪
場

届出台数
（うち原付台数）

全体収容台数
（うち原付収容台数）

駐輪料金の
徴収の有無 　　　

さ
き

荷
ば 施設面積 搬出入車両数

１日当たり
排出予測量 一般 ㎥ 再生利用対象 ㎥ 合計

保管施設容量 一般 ㎥ 再生利用対象 ㎥ 合計

保管施設面積 一般 ㎡ 再生利用対象 ㎡ 合計

主な小売業者
（その他テナント数）

（他　　　　　者） 営業時間（主）

駐車場
利用時間帯

荷さばきを
行う時間帯

○階

・・・

１階

合計

※　店舗面積一覧は別表で添付してもよい。

添付図面（縮尺・方位を記載すること）

西：東：

南：

㎥

：　　　　　　～　　　　　　：

北：

変
更
事
項
①

主に販売する物品の種類

㎡

運
営
方
法 ：　　　　　　～　　　　　　： ：　　　　　　～　　　　　　：

台（　　t車）

建
物
の
概
要

　　　　　　　　　　　駅
（　　　　　　　　　　ｍ）

隣接地の
用途現況

＜両面：おもて＞

㎡ ㎡

店舗面積

大規模小売店舗　出店計画概要書（変更）

大規模小売店舗
の名称

設
置
者

駐
車
場

㎡ ㎡

㎡

広域見取図（縮尺例1/20000～1/25000）、周辺見取図（縮尺例1/2000～1/2500）、各階平面図・配置図等（縮尺例1/200～1/500）

延床面積

㎡ ㎡

台
（　　　　　　　　　　　　　台）

台
（　　　　　　　　　　　　　台）

㎥

廃
棄
物

㎡

㎡



（１） 駐車需要の充足など交通に係る事項

（２） 歩行者の通行の利便の確保等

（３） 廃棄物に係る事項等

① 廃棄物等に係る保管・運搬・処理に関する事項等

② 廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮

（４） 防災・防犯対策への協力

（５） 騒音の発生に係る事項

（６） 街並みづくり等への配慮等

（７） その他、配慮する事項等

大規模小売店舗　出店計画概要書（変更）

その他、指針に基づく配慮事項等

＜両面：うら＞



様式第２（第９条第１項関係） 

 

 

 

   年   月   日  

大阪市長 様 

 

所 在 地： 

名   称： 

代表者氏名： 

 

軽微変更適用申請書 

 

 大阪市大規模小売店舗立地法運用手続要綱第９条第１項の規定により、次のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  名 称   

  所在地  大阪市   区 

 

２ 変更しようとする事項 

 （変更前） 

 （変更後） 

 

３ 上記２の変更に係る大規模小売店舗立地法第６条第２項の規定による届出を行おうとする年月日 

  年  月  日 

 

４ 変更する年月日 

  年  月  日 

 

５ 変更する理由 

 

 

６ 上記２の変更が大規模小売店舗立地法第６条第４項ただし書の規定による軽微な変更に該当する理由 

 



様式第３（第９条第３項関係） 

大経産第    号  

 年 月 日  

 

          様 

 

大阪市長   

 

 

軽微変更適用 承認・不承認 通知書 

 

  年  月  日付けで申請のあった次の大規模小売店舗の変更については、大規模小売店舗

立地法第６条第４項ただし書の規定による軽微な変更として（ 承認する・承認しない ）ことに決

定しましたので通知します。 

 

記 

 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  名 称   

  所在地  大阪市   区 

 

２ 変更の内容 

 

 

３ 決定内容 

□ この通知に係る大規模小売店舗立地法第６条第２項の規定による届出については、同法同条

第４項ただし書の規定による軽微な変更として取り扱います。 

□ この通知に係る大規模小売店舗立地法第６条第２項の規定による届出についても、同法の規

定に基づいて通常の変更手続きを行うものとします。 

 

４ 決定理由 



様式第４（第１０条第４項関係） 

 

 

 

   年   月   日  

大阪市長 様 

所 在 地： 

名   称： 

代表者氏名： 

 

説明会開催計画書 

 

大阪市大規模小売店舗立地法運用手続要綱第１０条第４項の規定により、次のとおり 

報告します。 

 

項       目 内              容 

店 舗 の 名 称  

所 在 地  

説 明 会 の 周 知 方 法 
 

予定している議事の内容 

（進行、配布資料等） 

 

開 催 日 時    年 月 日（ ） 時 分から 時 分 予定 

開 催 場 所 （           ） 

説 明 予 定 者 他   名   

そ の 他 特 記 事 項 

 

 



様式第５（第１１条第１項関係） 

 

 

 

   年   月   日  

大阪市長 様 

 

所 在 地： 

名   称： 

代表者氏名： 

 

説明会の開催を掲示に代える申請書 

 

 大阪市大規模小売店舗立地法運用手続要綱第１１条第１項の規定により、次のとおり申請します。 

記 

 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  名 称   

  所在地  大阪市   区 

 

２ 変更しようとする事項 

 （変更前） 

 （変更後） 

 

３ 上記２の変更に係る大規模小売店舗立地法第６条第２項の規定による届出を行おうとする年

月日 

  年  月  日 

 

４ 変更する年月日 

  年  月  日 

 

５ 変更する理由 

 

 

６ 上記２の変更が説明会の開催を掲示に代えるものとする理由 

 

 



様式第６（第11条第３項関係） 

大経産第    号  

 年 月 日  

 

          様 

大阪市長 

 

説明会の開催を掲示に代える 承認・不承認 通知書 

 

   年  月  日付けで申請のあった次の大規模小売店舗の変更については、大規模小売

店舗立地法施行規則第11条第２項の規定による説明会の開催を掲示に代えるものとして（ 承

認する・承認しない ）ことに決定しましたので通知します。 

 

記 

 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  名 称   

  所在地  大阪市   区 

 

２ 変更の内容 

 

 

３ 決定内容 

□ この通知に係る大規模小売店舗立地法第６条第２項の規定による届出については、   

同法施行規則第１１条第２項の規定による説明会を開催する必要がない変更として取り扱

います。 

なお、説明会に代わる掲示は、大阪市大規模小売店舗立地法運用手続要綱等第１１条第

４項の規定に基づく方法で行ってください。 

□ この通知に係る大規模小売店舗立地法第６条第２項の規定による届出については、   

同法第７条の規定に基づく通常の説明会を開催するものとします。 

 

４ 決定理由 

 



様式第７（第13条第１項関係） 

 

 

 

  年  月  日  

 

（申請先） 

大阪市長 

 

所 在 地： 

名   称： 

代表者氏名： 

 

 

説明会開催不能申請書 

 

大阪市大規模小売店舗立地法運用手続要綱第13条第１項の規定により、次のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  名 称   

  所在地  大阪市   区 

 

２ 説明会を開催することのできない事由 

□ 天災、交通の途絶その他の不測の事態によるもの（施行規則第13条第１項第１号） 

（具体的な事由） 

 

□ 説明会開催者以外の者により説明会の開催が故意に阻害されることによるもの（施行規則第

13条第１項第２号） 

  （具体的な事由） 

 

（備考） 

１ 説明会を開催することのできない事由については、該当する項目の□に印をつけ、その

内容を具体的に記載してください。 

 ２ 説明会を開催することのできない事由の発生を証する資料を添付してください。  



様式第８（第13条第２項関係） 

大経産第    号  

 年 月 日  

 

          様 

大阪市長 

 

説明会開催不能 承認・不承認 通知書 

 

  年  月  日付けで申請のあった次の大規模小売店舗の説明会については、大規模小売

店舗立地法第７条第４項の規定による説明会を開催することができない事由として（ 承認する・承

認しない ）ことに決定しましたので通知します。 

 

記 

 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  名 称   

  所在地  大阪市   区 

 

２ 決定内容 

□ この通知に係る 年 月 日開催（予定）の説明会は大規模小売店舗立地法第７条第４

項の規定による周知により行うものとして取り扱います。 

なお、説明会に代わる周知の方法の決定にあたっては、大阪市大規模小売店舗立地法運

用手続要綱第１３条第３項の協議を行ってください。 

□ この通知に係る 年 月 日開催（予定）の説明会は、同法第７条の規定に基づく通常

の説明会を開催するものとします。 

なお、この通知の発行時点において該当説明会開催予定日を経過している場合は、改め

て説明会を開催するものとします。また、必要により同法第７条第２項の規定による説明

会開催の公告を行ってください。 

 

３ 決定理由 

 



（意見書様式例）                                             <おもて> 

意 見 書 
 

  年  月  日  

 

大阪市長 あて 

 

住所・所在地 

氏名・団体名 

連絡先    （    ） 

 

 

 

大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定に基づき、意見を提出します。 

 

 

 

 

 



<うら> 

大規模小売店舗の名称  

意見の対象となる生活環境

の保持のために配慮すべき

事項 

 

意  見 

 

と 

 

理  由 

 

 

 

※ 上記の内容については、大規模小売店舗立地法第８条第３項の規定により縦覧されます。 



様式第９（第１４条第１項関係） 

 

 

 

   年   月   日  

大阪市長 様 

所 在 地： 

名   称： 

代表者氏名： 

 

説明会実施報告書 

 

大阪市大規模小売店舗立地法運用手続要綱第14条第１項の規定により、次のとおり報告します。 

 

項    目 内                 容 

店 舗 の 名 称  

所 在 地  

連 絡 先  

説明会の周知方法  

開  催  日  時    年 月 日（ ） 時 分～  時 分 

開  催  場  所  

説   明   者  

出   席   者  

議 事 内 容  

※ 添付資料：説明会当日配布資料 

掲示の場合は掲示物、掲示場所の写真及び掲示位置を示す図面 

説明会を開催できない場合は周知の内容を記載した資料



様式第10（第17条第３項関係） 

大経産第    号  

 年 月 日  

 

          様 

 

大阪市長 

 

大規模小売店舗の届出に係る大阪市意見について（通知） 

 

大規模小売店舗立地法第８条第４項の規定により、あなたが新設（変更）しようとする下記の大

規模小売店舗については、提出された意見書等に配慮し、指針を勘案したところ、当該大規模小売

店舗の周辺の地域の生活環境の保持の見地から下記のとおり意見を述べることといたしましたの

で、対応についてご検討の上、当該届出を変更する旨の届出又は変更しない旨の通知を行ってくだ

さい。 

なお、この意見が適正に反映されず、当該大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境に著しい悪影

響を及ぼす自体の発生を回避することが困難であると認めるときは、同法第９条の規定により勧告

することがあります。 

 

 

記 

 

 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  名 称   

  所在地  大阪市   区 

 

２ 意見の内容 

 

 

 



様式第11（第17条第３項関係） 

大経産第    号  

 年 月 日  

 

          様 

 

大阪市長 

 

 

大規模小売店舗の届出に係る意見について（通知） 

 

大規模小売店舗立地法第８条第４項の規定により、あなたが新設（変更）しようとする下記の大

規模小売店舗については、提出された意見書等に配意し、指針を勘案したところ、当該大規模小売

店舗の周辺の生活環境の保持の見地からの意見を有しませんので通知します。 

なお、同法第８条第５項の規定により、この通知をもって、同法第５条第４項及び第６条第４項

の規定は、適用されないこととなりますが、同法第 10 条の趣旨を踏まえ、開店後においても、生

活環境の保持に十分配慮し、店舗の維持管理に努められたい。 

 

 

記 

 

 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  名 称   

  所在地  大阪市   区 

 



様式第12（第19条第１項関係） 

 

 

 

  年  月  日  

大阪市長 様 

  

所 在 地： 

名   称： 

代表者氏名： 

 

添付書類変更通知書 

 

大阪市大規模小売店舗立地法運用手続要綱第19条第１項の規定により、次のとおり通知します。 

 

記 

 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  名 称   

  所在地  大阪市   区 

 

２ 変更しようとする添付書類の事項 

 

 

３ 添付書類を変更する理由及び大規模小売店舗立地法第５条第１項第４号から第６号までに規

定する事項を変更しない理由 

 

 



様式第13（第20条第１項関係） 

 

 

 

  年  月  日  

 

大阪市長 

 

 

所 在 地： 

名   称： 

代表者氏名： 

 

大規模小売店舗の届出を変更しない旨の通知について 

 

 下記の大規模小売店舗の届出に関して大阪市から意見が述べられましたが、大規模小売店舗立

地法第８条第７項の規定により当該届出を変更いたしませんので通知します。 

 

記 

 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  名 称   

  所在地  大阪市   区 

 

２ 市の意見の概要 

 

 

３ 当該届出を変更しない理由 

 



様式第14（第21条第３項関係） 

大経産第    号  

 年 月 日  

          様 

 

大阪市長 

 

大規模小売店舗の届出に対する勧告 

 

 大規模小売店舗立地法第８条第７項の規定により提出された届出の内容については、先に述べた

本市の意見を適正に反映しておらず、当該大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境に著しい悪影響

を及ぼす事態の発生を回避することが困難であると認められますので、同法第９条第１項の規定により、

下記のとおり必要な措置をとるよう勧告します。 

なお、正当な理由なく、この勧告に従わないときは、同法第７条の規定によりその旨を公表する

ことがあります。 

記 

 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  名 称   

  所在地  大阪市   区 

 

２ 勧告の理由 

 

 

３ 必要な措置の内容 

 

 

４ 変更の届出の期限 

  年  月  日 

この期限を過ぎて変更の届出がなされない場合は、正当な理由がなく、この勧告に従わないものと判

断し、大規模小売店舗立地法第９条第７項の規定により、その旨を公表することがあります。 

 

 



様式第15（第21条第３項関係） 

大経産第    号  

 年 月 日  

 

          様 

 

大阪市長 

 

 

大規模小売店舗の届出に対する勧告について（通知） 

 

 大規模小売店舗立地法第８条第７項の規定により提出された届出の内容については、先に述べた

本市の意見を適正に反映し、当該大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持のために必要な配

慮がなされていると認め、勧告いたしませんので通知いたします。 

 なお、同法第 10 条の趣旨を踏まえ、開店後においても、生活環境の保持に十分配慮し、店舗の

維持運営に努められたい。 

 

記 

 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  名 称   

  所在地  大阪市   区 

 

 



様式第16（第23条関係） 

 

 

 

  年  月  日  

大阪市長 様 

 

所 在 地： 

名   称： 

代表者氏名： 

 

添付書類変更通知書 

 

大阪市大規模小売店舗立地法運用手続要綱第23条の規定により、次のとおり通知します。 

 

記 

 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  名 称   

  所在地  大阪市   区 

 

２ 変更しようとする添付書類の事項 

 

 

３ 添付書類を変更する理由及び大規模小売店舗立地法第５条第１項第４号から第６号までに規

定する事項を変更しない理由 

 



様式第17（第25条関係） 

大経産第    号  

 年 月 日  

 

          様 

 

大阪市長 

 

 

大規模小売店舗の届出に対する勧告に係る届出について 

 

 年 月 日付けで大規模小売店舗立地法第９条第４項の規定による届出のあった次の大規

模小売店舗については、先に行った本市勧告を適正に反映しているものと認められますので、通

知いたします。 

 

記 

 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  名 称   

  所在地  大阪市   区 

 

２ 大規模小売店舗の新設をする年月日または届出事項の変更をする年月日 

    年  月  日 

 



様式第18（第26条第２項関係） 

大経産第    号  

 年 月 日  

 

          様 

 

大阪市長 

 

大規模小売店舗の届出に係る勧告に従わなかった旨の公表について 

 

  年  月  日付け大経産第   号により行った勧告に対し、あなたは正当な理由なく従

いませんでしたので、下記のとおり公表します。 

 

記 

 

 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  名 称   

  所在地  大阪市   区 

 

２ 公表の理由 

 

 

３ 公表の内容 

  別紙のとおり 

 

 


